
伊 丹 市 都 市 景 観 賞 の 表 彰 に 関 す る 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 伊 丹 市 都 市 景 観 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 伊 丹 市 条 例 第 ４

１ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ３ ５ 条 の ２ に 基 づ き ， 伊 丹 ら し い 景

観 を 活 か し ， 又 は ま ち の 魅 力 を 高 め る な ど ， 新 た に 良 好 な 都 市 景 観 を

創 出 し て い る 建 築 物 及 び 工 作 物 並 び に ま ち な み づ く り に 貢 献 し て い る

活 動 を 表 彰 す る こ と に よ り ， 本 市 の 都 市 景 観 に 対 す る 市 民 及 び 事 業 者

の 意 識 の 高 揚 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。   

 

（ 表 彰 の 名 称 ）  

第 ２ 条  表 彰 の 名 称 は ， 伊 丹 市 都 市 景 観 賞 （ 以 下 「 都 市 景 観 賞 」 と い

う 。 ） と す る 。  

 

（ 表 彰 の 対 象 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ３ ５ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 表 彰 の 対 象 は ， 次 に 掲 げ る

も の と す る 。  

⑴  次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か に 該 当 し ， か つ ， お お む ね １ ０ 年 以 内

に 新 築 若 し く は 新 設 さ れ ， 又 は 増 築 ， 改 築 若 し く は 外 観 の 模 様 替 が

行 わ れ た 建 築 物 等 の う ち ， 新 た に 良 好 な 景 観 を 創 出 し て い る と 認 め

ら れ る も の 。 た だ し ， 国 又 は 地 方 公 共 団 体 （ そ の 出 資 し て い る 団 体

を 含 む 。 ） に よ り 建 設 さ れ ， 又 は 設 置 さ れ た も の を 除 く 。  

ア  外 観 の デ ザ イ ン が ， 歴 史 性 を 感 じ さ せ る も の 又 は 伝 統 的 な 様 式

を 継 承 す る も の で あ る こ と 。  

 イ  形 態 意 匠 （ 形 態 ， 色 彩 そ の 他 の 意 匠 を い う 。 ） ， 規 模 又 は 材 料

等 が 周 辺 地 域 の 景 観 に 配 慮 さ れ て お り ， か つ ， 当 該 建 築 物 等 が 周

辺 地 域 の 都 市 景 観 の 象 徴 と な っ て い る こ と 。  

⑵  景 観 法 （ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 １ １ ０ 号 ） 第 １ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 指 定 さ れ た 景 観 重 要 建 造 物 ， 若 し く は 条 例 第 ３ ０ 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 指 定 さ れ た 都 市 景 観 形 成 建 築 物 の 所 有 者 で ， 良 好 な 景 観 が 損

な わ れ な い よ う 適 切 な 管 理 を し て い る も の 。  

２  条 例 第 ３ ５ 条 の ２ 第 ２ 項 に 規 定 す る 表 彰 の 対 象 は ， 市 内 で ３ 年 以 上

継 続 し て 行 っ て い る 次 に 掲 げ る い ず れ か の 活 動 で あ っ て ， ま ち な み づ

く り に 貢 献 し て い る と 認 め ら れ る も の 。 た だ し ， 花 壇 ・ 庭 等 の 整 備 又

は 管 理 を 目 的 と す る 活 動 を 除 く 。  

⑴  地 域 住 民 の 景 観 に 対 す る 意 識 の 向 上 に 寄 与 す る 活 動  

⑵  地 域 の 良 好 な 景 観 の 形 成 に 寄 与 す る 活 動  

⑶  そ の 他 こ れ に 準 ず る と 市 長 が 認 め る 活 動  

（ 表 彰 ）  

第 ４ 条  表 彰 は ， 市 制 施 行 の 周 年 事 業 を 実 施 す る 年 度 に 行 う 。  

 



（ 表 彰 対 象 の 選 定 手 続 ）  

第 ５ 条  表 彰 対 象 の 募 集 は 公 募 に よ る も の と し ， 応 募 の あ っ た も の の う

ち か ら 次 条 に 規 定 す る 伊 丹 市 都 市 景 観 賞 選 考 委 員 会 の 意 見 を 聴 い て ，

市 長 が 選 定 す る 。 応 募 は ， 自 薦 又 は 他 薦 を 問 わ な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 公 募 に お い て 応 募 が な か っ た 建 築 物 等 の う ち ， 市 の

景 観 に 特 に 寄 与 し て い る と 認 め る も の に つ い て ， 次 条 に 規 定 す る 伊 丹

市 都 市 景 観 賞 選 考 委 員 会 に 推 薦 す る こ と が で き る 。  

 

（ 選 考 委 員 会 ）  

第 ６ 条  前 条 の 規 定 に よ り ， 公 募 又 は 推 薦 を 受 け た 表 彰 対 象 の う ち か ら

受 賞 の 対 象 を 選 考 す る た め ， 伊 丹 市 都 市 景 観 賞 選 考 委 員 会 （ 以 下 「 委

員 会 」 と い う 。 ） を 設 置 す る 。  

２  委 員 会 は ， 委 員 ８ 人 以 内 で 組 織 す る 。  

３  委 員 会 の 委 員 は ， 次 に 掲 げ る 委 員 を も っ て 充 て る 。  

 ⑴  伊 丹 市 都 市 活 力 部 長  

⑵  伊 丹 市 都 市 活 力 部 都 市 整 備 室 長  

⑶  伊 丹 市 都 市 景 観 審 議 会 委 員 で あ る 者 の う ち か ら 市 長 が 委 嘱 す る 者  

４  委 員 会 は ， 都 市 景 観 賞 の 公 募 の 都 度 設 置 す る も の と し ， 委 員 の 任 期

は ， 委 嘱 の 日 か ら 表 彰 式 の 日 ま で と す る 。  

５  委 員 会 に 委 員 長 を 置 き ， 委 員 の 互 選 に よ り こ れ を 定 め る 。  

６  委 員 長 は ， 委 員 会 を 代 表 し ， 委 員 会 の 会 務 を 総 理 す る 。  

７  委 員 長 に 事 故 が あ っ た と き 又 は 委 員 長 が 欠 け た と き は ， あ ら か じ め

委 員 長 が 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

 

（ 表 彰 の 方 法 ）  

第 ７ 条  表 彰 は ， 表 彰 状 を 授 与 し て 行 う 。  

 

（ 表 彰 の 期 日 ）  

第 ８ 条  表 彰 の 期 日 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

（ 細 則 ）  

第 ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 都 市 景 観 賞 の 表 彰 に 関 し 必 要 な

事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


